
○近江八幡市都市計画法に基づく開発許可等の基準等に関する条例施行規則 

平成２３年１２月２８日 

規則第４１号 

改正 平成２５年６月２７日規則第３１号 

（題名改称） 

令和４年１２月７日規則第４３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、近江八幡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例

（平成２２年近江八幡市条例第１８５号。以下「条例」という。）の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（事前審査申請） 

第２条 条例第２条の規定により、開発計画の事前審査を受けようとする者は、開発

計画事前審査願（別記様式）に都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号。

以下「省令」という。）第１６条第２項並びに第１７条第１項第１号及び第３号に

規定するもののほか、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。 

(1) 開発計画説明書 

(2) 開発区域の土地の公図の写し 

(3) 開発区域の土地の全部事項証明 

(4) 開発区域の土地の求積図 

(5) 現況写真 

(6) その他市長が必要と認める書類 

（平２５規則３１・追加） 

（上水道施設の基準） 

第３条 条例第３条に規定する基準は、近江八幡市上水道工事設計施行指針によるも

のとする。 

（平２５規則３１・追加） 

（予定建築物の敷地に関する基準） 

第４条 条例第７条第２号の規定による予定建築物の敷地に関する基準は、次に掲げ



るとおりとする。 

(1) 幅員が４メートル以上の道路に接しているもの 

(2) 敷地面積は、３，０００平方メートル以下とする。 

(3) １区画の面積は、建築敷地に適しない土地を除き、２００平方メートル以上と

する。ただし、路地状通路部分のみによって道路に接する敷地の路地状通路部分

の長さは、２０メートル未満とする。 

２ 開発区域内に道路を新設する場合は、都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５

８号）第２５条の規定によるものとする。ただし、新設する道路が省令第２４条第

５号ただし書に該当する袋路状道路の場合は、当該袋路状道路に接する区画は６区

画以上（既存の区画を含む。）とし、かつ、袋路状道路を接道とする区画の数が４

区画以上（既存の区画を含む。）とする。 

（平２５規則３１・追加） 

（予定建築物に関する基準） 

第５条 条例第７条第２号に規定する予定建築物の制限は、次のとおりとする。 

(1) 高さ １０メートル以下 

(2) 予定建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面から道

路境界線又は隣地境界線までの距離 １メートル以上。ただし、外壁等の中心線

の長さの合計が３メートル以下であるもの及び物置その他これに類する用途（壁

面のある自動車車庫を除く。）に供し、軒の高さが２．３メートル以下で、かつ、

床面積の合計が５平方メートル以内であるものについては、この限りでない。 

（平２５規則３１・旧第３条繰下・一部改正） 

（予定建築物の敷地面積） 

第６条 条例第９条第１号に規定する予定建築物の敷地面積は、５００平方メートル

以下とする。 

（平２５規則３１・追加） 

付 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成２４年１月１日から適用する。 

付 則（平成２５年規則第３１号） 



この規則は、平成２６年１月１日から施行する。 

付 則（令和４年規則第４３号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 



 



別記様式（第２条関係） 

（平２５規則３１・追加、令４規則４３・一部改正） 

 


